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■種別による奨学生の状況 （単位：人）

（単位：人）

種別

性別

医学生 看護学生等
計

医　師

１

１

2

看護師

3

12

15

准看護師

0

１

1

4

14

18

男　性

女　性

計

■資格取得予定時期

医　学　生

看護学生等 2

2

16

●本市出身者：14人　●その他：４名出身地別

種別
平成22年度末

（平成23年３月卒業）

7

平成23年度末
（平成24年３月卒業）

1

5

平成24年度末
（平成25年３月卒業）

1

2

平成25年度末
（平成26年３月卒業）

計

保
健
医
療
課
医
療
予
防
係
　
鈎
0
8
2
4
‐
7
3
‐
1
1
5
5

応
募
者
18
人
全
員
を

庄
原
市
医
療
従
事
者
育
成
奨
学
生
に
決
定
！

離職理由
コード

軽減対象になるもの 軽減対象にならないもの

11・12・21・22・23
31・32・33・34

24・25・40・45・50・55

『雇用保険受給資格者証』の離職理由コードをご確認いただき、
対象となる場合は保健医療課もしくは各支所市民生活室で手続を行ってください。

改正後の22年度の税率および賦課限度額は次のとおりです。

　
国
民
健
康
保
険
税（
以
下「
保
険
税
」）は

『
医
療
分
』『
介
護
納
付
金
分
』『
後
期
高
齢

者
支
援
金
分
』で
構
成
さ
れ
て
お
り
、そ
れ

ぞ
れ
被
保
険
者
の
負
担
が
過
大
に
な
り
過

ぎ
な
い
よ
う
に
賦
課
限
度
額
が
定
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
び
、地
方
税
法
施
行
令
の
一
部

改
正
が
行
わ
れ
、保
険
税
の
う
ち『
医
療
分
』

『
後
期
高
齢
者
支
援
金
分
』の
賦
課
限
度
額

が
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。こ
れ
に
伴
い
、

庄
原
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
を
改
正
し
、

限
度
額
を
次
の
と
お
り
引
き
上
げ
る
こ
と

と
し
ま
し
た
。

　
各
区
分
の
税
率
は
据
え
置
き
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　
な
お
、平
成
22
年
度
の
保
険
税
納
税
通

知
書
は
、7
月
中
旬
に
、世
帯
主
宛
に
送
付

す
る
予
定
で
す
。

医　療　分
（太字に変更）

介護納付金分
（変更なし）

後期高齢者支援金分
（太字に変更）

4.4％

20.4％

17,500円

14,500円

1.4％

9.7％

8,600円

4,500円

1.8％

9.6％

6,700円

5,600円

所得割

資産割

均等割

平等割

税
　
率

賦課限度額 12万円 → 13万円10万円47万円 → 50万円

保険証・雇用保険受給資格者証・印鑑

手続に必要なもの

　
平
成
22
年
４
月
か
ら
、倒
産
・
解
雇
・
雇

い
止
め
な
ど
に
よ
っ
て
離
職
さ
れ
た
方
の

国
民
健
康
保
険
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

 

国
民
健
康
保
険
税
は
、所
得
や
資
産
・
国

保
被
保
険
者
の
人
数
な
ど
に
よ
っ
て
計
算

さ
れ
、所
得
や
資
産
に
つ
い
て
は
前
年
中

の
も
の
を
も
と
に
計
算
さ
れ
て
い
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減
を
受
け
た
場
合

は
、前
年
の
給
与
所
得
を
30
／
100
と
し
て

計
算
し
ま
す
。こ
れ
に
よ
り
、離
職
を
し
た

と
き
前
年
の
給
与
所
得
で
計
算
さ
れ
、高

額
に
な
り
や
す
か
っ
た
国
民
健
康
保
険
税

が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　
平
成
21
年
3
月
31
日
以
降
、倒
産
や

解
雇
・
雇
い
止
め
な
ど
、非
自
発
的
な

理
由
に
よ
る
離
職
を
さ
れ
た
国
保
被

保
険
者
が
対
象
で
す
。非
自
発
的
な
理

由
か
ど
う
か
は
、ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
発

行
さ
れ
る『
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
』

に
記
載
の
離
職
理
由
コ
ー
ド
に
よ
っ

て
判
断
さ
れ
ま
す
。そ
の
該
当
・
非
該

当
は
下
記
の
と
お
り
で
す
。

対
象
者
は
？

国民健康保険
National Health Insurance 

保
健
医
療
課
国
保
年
金
係
　
鈎
０
８
２
４
‐
７
３
‐
１
１
５
８

庄
原
市
国
保
か
ら
の
お
知
ら
せ

保
険
税
の
賦
課
限
度
額
が

変
わ
り
ま
す

非
自
発
的
失
業
者
の

国
民
健
康
保
険
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す

保
険
税
の
賦
課
限
度
額
が

変
わ
り
ま
す

非
自
発
的
失
業
者
の

国
民
健
康
保
険
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す

　
2
月
16
日
か
ら
4
月
15
日
の
２
ヶ
月
間

に
わ
た
り
募
集
し
た
庄
原
市
医
療
従
事
者

育
成
奨
学
金
は
、医
学
生
２
人
、看
護
学
生

16
人（
看
護
師
資
格
予
定
15
人
、准
看
護
師

資
格
予
定
１
人
）の
計
18
人
の
応
募
が
あ
り

ま
し
た
。受
付
当
初
の
募
集
定
員
は
、医
学

生
２
人
、研
修
医
1
人
、看
護
学
生
等
４
人

と
し
て
い
ま
し
た
が
、定
員
を
超
え
る
多
数

の
応
募
が
あ
り
ま
し
た
。４
月
30
日
に
庄
原

市
医
療
従
事
者
育
成
奨
学
金
貸
付
審
査
会

を
開
催
し
、18
人
全
員
を
奨
学
生
に
決
定
し

ま
し
た
。

　
こ
の
奨
学
金
制
度
は
、市
内
の
医
師
や
看

護
師
が
不
足
し
て
い
る
状
況
を
解
消
し
、市

民
の
健
康
と
生
活
の
安
心
を
支
え
る
地
域

医
療
を
守
る
た
め
の
取
組
み
の
一
環
と
し

て
創
設
し
た
も
の
で
、将
来
、市
内
の
医
療

機
関
な
ど
へ
医
師
、看
護
師
、助
産
師
お
よ

び
准
看
護
師（
以
下「
医
療
従
事
者
」）と
し

て
勤
務
し
よ
う
と
す
る
方
に
、修
学
な
ど
に

必
要
な
資
金
を
貸
付
け
、資
格
取
得
後
に
市

内
の
医
療
機
関
な
ど
に
実
際
に
医

療
従
事
者
と
し
て
勤
務
し
て
い
た

だ
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　
制
度
の
特
徴
と
し
て
は
、貸
付
期

間
の
１
・
５
倍
の
期
間（
た
だ
し
、こ

の
期
間
が
３
年
未
満
で
あ
る
場
合
は
、

3
年
。）勤
務
す
る
と
全
額
免
除
と

な
り
ま
す
。ま
た
、他
の
奨
学
金
制

度
と
の
併
用
が
可
能
で
す
。（
一
部
、

併
用
が
で
き
な
い
奨
学
金
制
度
が

あ
り
ま
す
。）

　
奨
学
生
に
決
定
し
た
18
人
の
状

況
は
、次
の
と
お
り
で
す
。

　
今
後
も
、
随
時
申
請
を
受
け
付

け
ま
す
。
家
庭
の
事
情
や
本
人
の

希
望
で
医
療
従
事
者
育
成
奨
学
金

を
利
用
し
た
い
方
は
、
保
健
医
療

課
医
療
予
防
係
へ
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

Keep a community medicine

地
域
医
療
を
守
る

庄
原
市
医
療
従
事
者
育
成

奨
学
金
貸
付
審
査
会 

会
長

　
　
　
　
　
　
　（
庄
原
市
医
師
会 

会
長
）

戸
谷
　
完
二

と
　
　 

だ
に
　
　
　
　
　
か
ん     

じ

　
地
域
で
安
心
し
て
生
活
す
る
た
め

に
は
、多
く
の
も
の
が
必
要
で
す
が
、

そ
の
中
で
医
療
・
福
祉
は
欠
か
せ
な
い

も
の
で
す
。人
が
生
ま
れ
る
と
き
か
ら

死
を
迎
え
る
ま
で
、ま
た
、働
く
人
の

世
代
交
代
が
途
切
れ
る
こ
と
な
く
つ

な
が
っ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　
こ
の
た
び
、奨
学
金
貸
付
審
査
会
で

は
、次
代
の
庄
原
市
医
療
従
事
者
育
成

の
た
め
、18
人
の
方
々
を
奨
学
生
と
し

て
選
定
し
ま
し
た
。奨
学
生
の
皆
さ
ん

に
こ
れ
か
ら
の
時
代
の
地
域
医
療
を

担
っ
て
い
た
だ
き
、医
療
を
守
り
、育

て
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

地
域
医
療
の

担
い
手
と
し
て
期
待


